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職員の通年ノーネクタイ等を試行実施します                                               

 

環境省では、令和３年度（２０２１年度）からクールビズ及びウォームビズ期間の

一律での期間設定を取りやめ、一人ひとりが気候等にあわせて服装の選択をするよう

呼び掛けています。さらに、近年愛知県内でも通年でノーネクタイ等での軽装化を実

施する取り組みが進んでいます。これらの状況を踏まえ、本市においても職員の働く

環境を改善等するため、職員の通年ノーネクタイ等を試行実施します。 

 

■目的 

・働きやすい服装での執務により業務の効率化を図ることで、市民サービスの向上に

つなげます。   

・過度な空調の使用を控え、公共施設の省エネやＣＯ₂ 排出抑制につなげます。 

・季節を問わず、気候等に合わせて職員自ら適度な服装を選択し業務を行うことによ

り、職場環境を整え、職員のストレス軽減を図ります。 

 

■執務にあたっての服装 

・ノーネクタイ、ノー上着、タートルネック、カーディガン、セーター、ジャンパー、

ポロシャツ、チノパン、スニーカー等軽装での執務を可能とします。清潔感があり、

節度ある落ち着いた服装とし、過度な露出を避け、市民に不快感を与えることがな

いよう十分配慮します。 

・外部の会議等への出席等については、趣旨にあった服装とし、他の参加者等に対し

て礼を失することのないよう配慮します。 

・ネクタイの着用を禁止するものではありません。 

 

■試行期間 

 令和６年（２０２４年）１１月１日から令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

※試行期間中に問題点を整理し、令和７年度（２０２５年度）から本格実施予定 
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